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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２４年１２月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐡 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年４月２９日 ２２時２０分ごろ 

発生場所 鳴門海峡大鳴門
お お な る と

橋中央部北方付近 

徳島県鳴門市所在の孫埼
まごさき

灯台から真方位０８４°６８０ｍ付近 

（概位 北緯３４°１４.４′ 東経１３４°３９.０′） 

事故調査の経過  平成２４年５月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 泰光
たいこう

丸、４９９トン 

１３５５３２、斉宮
い つ き

海運株式会社 

７２.０６ｍ（Lr）×１２.００ｍ×７.０１ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３６kＷ、平成８年５月 

Ｂ 貨物船 大島
おおしま

丸、４９８トン 

１３０６６７、大島物流株式会社 

７１.６１ｍ（Lr）×１２.５０ｍ×６.７０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,３２４kＷ、平成２年４月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６４歳 

一級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和５６年８月１９日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２０年６月１８日 

免状有効期間満了日 平成２５年９月１８日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６１歳 

三級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和５４年１２月１７日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２０年１０月１４日 

免状有効期間満了日 平成２６年８月１０日 

機関士Ｂ 男性 ５３歳 

四級海技士（機関） 

免 許 年 月 日 平成６年１２月２６日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２１年１２月１日 

免状有効期間満了日 平成２６年１２月２５日 

 死傷者等 なし 
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 損傷 Ａ 左舷船尾部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷中央部外板に凹損及び破口 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、山口県徳山
とくやま

下松
くだまつ

港から鋼材約

１,５９９ｔを積載して千葉県千葉港葛南区に向け、平成２４年４月

２９日２２時１５分ごろ、大鳴門橋中央部から北西方約１海里（Ｍ）

を速力約１０.５ノット（kn）（対地速力、以下同じ。）で南東進中、

Ｂ船がＡ船の左舷側を追い越し、Ｂ船船尾とＡ船船首の船間距離が約

６０～７０ｍとなり、徐々に船間距離は開いていった。 

Ａ船は、２２時１８分ごろ、大鳴門橋中央部北方付近において、速

力約６.５kn で南東進中、突然、Ｂ船がＡ船側に後退して接近してき

たので、船長Ａが、船間距離を開けて衝突を回避するための右舵を取

り、続いてキックによる左舷船尾の接近を防ぐための左舵を取る一連

の操船を３回繰り返したが、２２時２０分ごろ、大鳴門橋中央部北方

付近において、船首方位約２１０°（真方位、以下同じ。）速力約６.

５kn でＡ船の左舷船尾部とＢ船の右舷中央部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか４人が乗り組み、愛媛県四国中央市三島
み し ま

川之江
か わ の え

港から紙製品約８７９ｔを積載して京浜港に向けて航行中、２２時１

５分ごろ、大鳴門橋中央部から北西方約１Ｍにおいて、Ａ船を速力約

１１.５kn で追い越して南東進した。 

Ｂ船は、２２時１８分ごろ、大鳴門橋中央部付近において、機関の

回転数が低下して速力約２.５kn となり、船長Ｂが右舷正横約３０ｍ

にＡ船を認めて船間距離を確保するために転舵を繰り返したが、２２

時２０分ごろ、大鳴門橋中央部北方付近において、船首方位約１８

０°でＢ船の右舷中央部がＡ船の左舷船尾部に衝突した。 

Ａ船は、衝突後、右転しながら前進し、Ｂ船は、北方（後方）に圧

流されて離れた。 

船長Ｂは、主機関が停止していることに気付き、３度目の遠隔操作

で主機関は再起動した。 

機関士Ｂは、前直者の機関長から当直を引き継ぎ、２１時４５分か

ら２２時１５分の間、機関室の点検整備を行い、異状のないことを確

認後、機関室監視室において当直中、船長からの機関停止の連絡を受

け、直ちに機関の点検確認を行ったが、機関に異状は認められなかっ

た。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約５０cm、潮流 北流約４.７kn 

 その他の事項 

 

Ｂ船は、三島川之江港で紙製品を積載して京浜港東京区芝浦に揚げ

荷する専用船であった。 

Ｂ船の機関停止原因については、メーカーの見解では、主機関側で

は特定できなかった。 

船長Ｂは、通常、相手船がタグボート等の低速の船舶でない場合
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は、鳴門市瀬ノ肩鼻以西で追越しを完了できそうになければ、追越し

を行わなかったが、今回は、京浜港入港時間に間に合わせたいと考え

て追越しを継続した。 

船長Ｂは、三島川之江港の出港時間が約１時間遅れたが、京浜港の

荷役開始時刻に間に合わせたいと考え、明石海峡通過の航海計画を鳴

門海峡に変更した上、潮流の最強時前に鳴門海峡を通過できるように

増速し、Ａ船の左舷側を通過する際の船間距離も通常の半分の約０.

１５Ｍとした。 

船長Ｂは、衝突に至る間、汽笛及びＶＨＦを使用しなかった。 

機関士Ｂは、船長からの連絡の約１分前に機関の回転数が下がって

いったので、船橋で機関を停止させたと思っていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、大鳴門橋中央部北方付近を南東進中、Ｂ船の主機関が停止

したことから、Ｂ船が北流の潮流に圧流されて接近し、Ｂ船と衝突し

たものと考えられる。 

Ｂ船は、大鳴門橋中央部付近を南東進中、主機関が停止したことか

ら、北流の潮流に圧流されてＡ船に接近し、Ａ船と衝突したものと考

えられる。 

船長Ｂは、京浜港の荷役開始時刻に間に合わせたいと思い、追越し

などを行っていた。 

Ｂ船の主機関の停止原因は、製造メーカーが点検したが、主機関側

では特定できなかった。 

原因 本事故は、夜間、大鳴門橋中央部北方付近において、Ａ船及びＢ船

が南東進中、Ａ船を追い越したＢ船の主機関が停止したため、Ｂ船が

北流の潮流に圧流されてＡ船に接近し、両船が衝突したことにより発

生したものと考えられる。 

参考  本事故後、船長Ａは、次の改善措置を採った。 

・狭水道通過時は、速力を調整して前船との船間距離を少なくとも

約０.３Ｍ確保して航行することとした。 

 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・狭水道通過時には、他船との安全な船間距離を確保すること。 

・本船に異状が発生の際には、周囲の航行船舶に対し、ＶＨＦ等に

より直ちに状況を発信して注意を喚起すること。 

 




